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平成26年度　行政評価委員会評価表
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実績 64 28 55

事実確認を行い、虐待と判
断した件数

26年度

目標 - -

- -

実績 1,499 1,428 1,510

23年度 24年度 25年度
高齢者総合相談センター、
高齢者支援課で受けた虐待
相談件数

目標 -
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単位

コストの主な内訳

事業名 高齢者虐待防止事業
担当部
担当課

指標の根拠

項目 単位
0

都道府県支出金

-

高齢者対策区市町村包括補助事業補助金

区分

間接費（d） 千円
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収
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特
定
財
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国庫支出金 0

1,345

0 0

一般財源（a） 千円 11,494 10,705

その他 千円

千円 1,658 2,690

報償費 千円 361 279

消耗品費 千円 10 7

通信運搬費 千円 50 50

筆耕翻訳料 千円 53 57

扶助費 千円 16 55

委託料 千円 1,168 2,242 シェルター設置・運営、24時間電話相談等

千円

千円

千円

職員人件費（c） 9,360

目
標
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虐待対応終結件数／虐待と
判断した件数×100

目標 70 70

指標の根拠 区分

目標

講演会パソコン要約筆記

虐待防止ネットワーク運営委員会開催通知等送付

虐待防止パンフレット作成用色上質紙等

虐待防止ネットワーク運営委員会、講演会講師謝礼等

25年度

コスト内訳（決算）

実績の
評価・
分析

（１）虐待に関する延べ相談件数は増加傾向にあり、虐待の早期発見につなげることができている。
（２）平成25年度に虐待と判断した55件のうち、35件(63.6％）が終結しており、シェルター保護を含めて危機対応は概ね良好である。
（３）一時介護事業、ショートステイ、カウンセリングの利用実績は低い。
（４）24時間電話相談は、介護保険制度に関する問い合わせが多いが、介護ストレスを訴える相談もあり、介護者の介護負担の軽減には役
立っている。

福祉部

高齢者支援課

目標・
実績

実績情報

シェルター移送費

基本情報

事業の目的 被虐待高齢者の適切な保護や養護者の介護ストレス軽減を通して、虐待を防止する。

実績

70
70

実績 31.3

単位

件

単位

件

件

件

60.7 63.6

23年度 24年度

所管課
評価による
方向性

改善
（１）養護者の介護ストレスを軽減することにより、虐待を未然に防止する取り組みを強化していく。
（２）被虐待高齢者の保護並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるように、外部の専門
家からアドバイスを受ける体制を整備することにより、虐待対応に関係する職員の資質向上を図る。

円

概要
関係機関との連携により虐待を早期に発見し、適切な支援や保護を行うことにより虐待の深刻化を防止するとともに、養護者の介護
ストレス軽減を図り、虐待の発生を未然に防止する。

（１）高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会を設置し、関係機関の連携促進や、高齢者に関わる職員の資質向上に取り組む。
（２）高齢者支援課及び高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）で虐待に関する相談を受け、虐待の危険性の高い相談に
関しては、実態を把握し、早期の支援を行う。
（３）緊急保護が必要なケースについては、シェルター施設等を活用して、被虐待高齢者の安全を確保する。
（４）一時介護事業、ショートステイ事業、カウンセリング事業を通して介護者の介護ストレスを軽減し、虐待を未然に防止する。
（５）24時間電話相談を設け、休日・夜間の相談にも対応する。
（６）講演会等の実施を通して、高齢者虐待に関する知識の普及啓発を行う。

活動内容

％

評価しても
らいたい点
①あり方
②課題

① 今年度の 飾区高齢者虐待防止計画改訂にあたり、事業の効果等について、行政評価委員の意見を伺っていき
たい。
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≪高齢者総合相談センター連絡先≫ 

センター 住所 電話番号 

水元 水元 1－26－20 3826－2419 

新宿 新宿 2－16－4 3826－8726 

金町 東金町 1-36-1-108 3826－5031 

高砂 高砂 3－27－12 5889－8600 

柴又 柴又 1－47－7－102 5876－9531 

青戸 青戸 3ー13－19 5629－5719 

亀有 亀有 4－40－6 6240－7630 

堀切 堀切 2－66－17 3697－7815 

お花茶屋 白鳥 1－12－20 5671－2471 

東四つ木 東四つ木 2－27－1 5698－2204 

立石 立石 1－9－12－102 6657－6140 

奥戸 奥戸 3－25－1 5670－5212 

新小岩 新小岩 2-10-15-104 5879－9328 

高齢者総合相談センター 

（ 地域包括支援センター） とは 

高齢者が住みなれた地域で安心して暮ら

し続けられるように、介護が必要な方や虚

弱な高齢者の方の身近な総合相談窓口で

す。高齢者虐待の防止や権利擁護につい

ては、地域の拠点となります。また、その

他にも、かつしかあんしんネットワーク事

業の運営等や要介護状態になることを防

止するための介護予防ケアマネジメント事

業を実施します。 

ご利用いただくには・・・ 

お電話をいただくか、直接おいで下さい。

社会福祉士や、保健師、主任介護支援専

門員等の専門職がご相談に応じます。 

ご希望により、ご自宅にもお伺いいたしま

す。ご相談の内容などの秘密は厳守いた

します。ご相談は無料です。 

★相談時間★ 

月曜～金曜日 

午前 9時～午後 7時 

土曜日 

午前 9時～午後 5時 30 分 

日曜・祝祭日、年末年始はお休みです。 

もよりの高齢者総合相談センターへ 

お気軽にご相談ください！！ 
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高齢者虐待には色々 なカタチがあります! … 知ることからはじめましょう 

介護ほっと２４時間電話 

いろんな輪で ふむふむサポート  

５６７０－２６２６

24 時間365 日 

いつでも相談できます 

「 虐待かどうかはっきりわか

らないから」 と思わないで。あ

なたの連絡が高齢者とその家

族に手を差し伸べるきっかけ

になります。虐待相談の区の窓

口は、高齢者支援課です。 

直通： ５６５４－８２５７  

・叩く、なぐる、蹴る、つねるなどの行為 

・無理やり食事を口に入れる 

・部屋に閉じ込めておく 

・やけどを負わせる 

・意図的に薬を過剰に与える 

・食事を与えない 

・室内にごみを放置するなど劣悪な住環境 

・必要なサービスを受けさせない 

・室内の温度が寒すぎたり、暑すぎたりする 

・皮膚が汚れて、悪臭がする 

・本人の嫌がる性行為 

・失禁の罰として下半身を裸で放置する 

・キス、性器への接触を無理やりする 

・排泄の失敗を嘲笑する 

・怒鳴る、ののしる、悪口を言うなどの行為 

・無視をする 

・バカにする 

・必要な金銭を渡さず、使わせない 

・本人の自宅等を無断で売却する 

・年金や預貯金を無断で使用する 

・年金通帳を取り上げる 

地域の一人一人が見守り役となって虐待予防・ 防止に努めましょう。
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高齢者のみなさまが、住みなれた地域で安心して暮らし続けられる

ように設置された身近な総合相談窓口です。

機関名 所在地 電話 

高齢者総合相談センター水元 水元1-26-20 3826-2419 

高齢者総合相談センター新宿 新宿2-16-4 3826-8726 

高齢者総合相談センター 

金町

東金町1-36-1-108 
3826-5031 

高齢者総合相談センター高砂 高砂3-27-12 5889-8600 

高齢者総合相談センター柴又 柴又1-47-7-102 5876-9531 

高齢者総合相談センター青戸 青戸3-13-19 5629-5719 

高齢者総合相談センター亀有 亀有4-40-6 6240-7630 

高齢者総合相談センター堀切 堀切2-66-17 3697-7815 

高齢者総合相談センター 

お花茶屋

白鳥1-12-20石倉ビル

1階 
5671-2471 

高齢者総合相談センター 

東四つ木

東四つ木2-27-1 
5698-2204 

高齢者総合相談センター立石 立石1-9-12-102 6657-6140 

高齢者総合相談センター奥戸 奥戸3-25-1 5670-5212 

高齢者総合相談センター 

新小岩

新小岩2-10-15-104 
5879-9328 

高齢者総合相談センター 

（ 地域包括支援センター）  

★相談時間 

月曜～金曜日…午前9 時～午後7 時 

土曜日…午前9 時～午後5 時30 分 

日曜・ 祝祭日、年末年始はお休みです。  - 4 -
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●対象となる方…区内にお住まいで、高齢の方の介護に負担や孤立を

感じている方 

●内 容…専門の資格を有する相談員（ カウンセラー） が相談に乗り

ます。１回９０分以内で2 回まで利用できます。 

●費 用 無料 

●利用時間 午前9 時から午後5 時まで 

（ 土日祝日・ 年末年始はお休みです。）  

●実施場所 ご相談ください。（ 事情により訪問もいたします。）  

  ＜委託先： ハートスマイルオフィス（ 株式会社 陽平） ＞ 

●申込み 高齢者支援課高齢者相談係まで 

＜問い合わせ先＞ 

飾区役所 高齢者支援課 高齢者相談係 

住所 立石５－１３－１（ ２階２０１番）  

電話 ５６５４－８２５７（ 直通）  

介護ストレスや虐待に関する専門相談窓口です。２４時間、３６５日 

相談できます。秘密は守りますのでお気軽にご相談ください。  

いろんな輪で  ふむふむサポート  

電話 ５６７０－２６２６ 

●対象となる方… 飾区内にお住まいで、高齢者を介護しているご家族

で介護負担の軽減につながる休息やレクリエーションを含む外出な

どを必要とする方（ 要支援・ 要介護度は問いません。）

●利用者…同居の家族が介護している65 歳以上の高齢者 

●内 容…施設内で身の回りの世話を行います。 

1 回の利用時間は8 時間以内です。 

年度内に４回まで利用可能です。 

※送迎＜無料＞です。（ 時間については要相談）  

●費 用 １００円／1 時間 食事６３０円（ １食）  

●定 員 1 回に2 名まで 

●利用時間 午前9 時から午後5 時まで（ 送迎時間を含む）  

（ 土日祝日・ 年末年始も利用できます。）  

●実施場所 株式会社サンハート  小規模多機能型居宅介護 紋どころ  

電話 ３８２６－４１６３  新宿１－２３－１２

●対象となる方…区内にお住まいで、６5 歳以上の高齢者を介護している

ご家族で、負担を感じている方（ 要支援・ 要介護度は問いません。介護

保険の利用限度額を超えている方はご相談ください。）  

●内 容…日頃の心身の介護疲れの回復のため、区内特別養護老人ホーム

への短期入所を支援します。  

 一回あたり 7 日間（ ６泊７日） 以内 

●利用回数・ 費 用  

詳しくは、お問い合わせください。  

●問い合わせ・ 申込み 高齢者支援課高齢者相談係
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高齢者が安心して生活できる『 虐待ゼロ』の地域社会づく りをめざします！

平成２４年３月 

飾区 

概 要 版 

- 6 -
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第３期計画策定について 

●計画策定の趣旨●  

 高齢者虐待は、高齢者の人権を侵害する深刻な問題です。

飾区の虐待相談件数は、20年度は 37件、21年度は 60件、22年度は
52件となっています。その背景にある高齢者と養護者を取り巻く環境の変
化や、養護者自身が抱える問題の多様化が課題となっております。

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成

17 年法律第 124 号 以下「高齢者虐待防止、養護者支援法」という。）は
平成 18年 4月に施行されてから、6年が過ぎます。
高齢者虐待防止、養護者支援法は、国および地方公共団体の責務や市町

村の役割が明記され、高齢者虐待の早期発見・早期対応を図るとともに、

養護者の支援を行いその負担の軽減を図ることとしています。

 また、介護保険法では区市町村が地域支援事業において、「被保険者に対

する虐待の防止およびその早期発見のための事業その他の被保険者の権利

擁護のため必要な援助を行う事業」を実施することを義務付けています。

飾区では、平成 19年 3月より、「 飾区高齢者虐待防止計画」を策定

し、高齢者虐待の早期発見、早期対応、養護者支援の体制の整備に努めて

きました。

この度の第 3期（平成 24年度から 26年度まで）では、第 2期計画の事
業実績を踏まえ、特に高齢者虐待の予防に関する事業や、虐待を受けた高

齢者の迅速かつ適切な保護および養護者に対する支援をより一層進め、高

齢者の一人ひとりの尊厳が尊重されるよう、計画を策定するものです。
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●計画の位置づけ●

本計画は、 飾区基本計画に基づく個別計画であって、高齢者虐待防止、

養護者支援法を具体化させ、関係機関との連携を推進し、 飾区の取り組み

を明らかにするとともに、積極的な行動指針となるよう策定するものです。

●計画期間●

 第 3期の高齢者虐待防止計画は、平成 24年度から平成 26年度の計画期
間とし、3年ごとに見直しを行います。

計画期間

 平成 18年    18～20年度    21～23年度    24～26年度
4月

高齢者虐待

防止計画策定

高齢者虐待

防止計画策定

第１期の実績

を踏まえ、第２

期計画を策定

第１期

計画期間

第２期

計画期間

高
齢
者
虐
待
防
止
・
養
護
者
支
援
法
施
行

飾区高齢者虐待防止計画

高齢者虐待

防止計画策定

第２期の実績

を踏まえ、第３

期計画を策定

第３期

計画期間

基本構想

基本計画

高齢者虐待防止計画
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●計画の理念●

高齢者が安心して生活できる

「虐待ゼロ」の地域社会づくりを

めざします。
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●施策の体系●

啓発用パンフレットの配布

(高齢者支援課)

区民への啓発・抑止

講演会等の開催による普及啓発

キャラバン・メイトの活用、認知症サポー
ターの養成

(高齢者支援課)

介護サービス事業者を通した介護に疲労
している養護者に対する声掛け・相談

区の相談窓口の周知 (高齢者支援課)

介護過重負担者の
発見・対応

≪≪　施策　≫≫ ≪≪≪≪　事業　≫≫≫≫

≪≪≪≪　事業　≫≫≫≫≪≪　施策　≫≫

認知症の予防・理解
促進

先進的介護予防事業による認知症予防の
取り組み

(高齢者支援課)

権利擁護センターかつしかの相談援助

(高齢者支援課)かつしかあんしんネットワーク事業の活用

≪　担当部署　≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

≪　担当部署　≫

２４時間電話相談事業の周知

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

相談窓口の充実
高齢者総合相談センター（地域包括支援
センター）の体制・機能の強化

(高齢者支援課)

早期発見・見守り
ネットワークの充実

小地域福祉活動による虐待通報への協力 (社会福祉協議会)

(社会福祉協議会)

人権推進課・生活課等の区役所内虐待問
題関係部署と連携

ネットワーク関係者への研修とマニュアル
の周知

目標１ 虐待の予防に取り組む

目標２ 早期発見・相談体制を充実させる
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シェルターの設置 (高齢者支援課)

立ち入り調査の実施 (高齢者支援課)

実態把握調査
(区委託機関）

高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）

≪≪　施策　≫≫ ≪≪≪≪　事業　≫≫≫≫ ≪　担当部署　≫

保護の実施

(高齢者支援課)

保護以外の支援施
策

地域福祉権利擁護事業・財産保全管理
サービス事業の活用

(社会福祉協議会)

やむを得ない事由による措置の実施 (高齢者支援課)

被虐待者への心のケア事業 (高齢者支援課)

≪≪　施策　≫≫ ≪≪≪≪　事業　≫≫≫≫ ≪　担当部署　≫

養護老人ホームへの緊急入所措置 (高齢者支援課)

警察との協力体制強化 (高齢者支援課)

成年後見制度の活用

夜間対応型訪問介護及び随時訪問介護 (介護保険課)

介護保険制度の利用勧奨 (高齢者支援課)

介護負担の軽減
一時介護事業の実施 (高齢者支援課)

ショートステイ事業の実施 (高齢者支援課)

(区委託機関）
高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）

認知症相談会の活用

家族介護者教室の活用

総合相談支援事業の活用
(区委託機関）

高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）

(区委託機関）
高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）

目標３ 高齢者の安全・安心を確保する

目標４ 養護者等を支援する
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で囲まれている事業は、事業目標を立てて、重点的に推進していくもの

≪≪　施策　≫≫ ≪≪≪≪　事業　≫≫≫≫ ≪　担当部署　≫

メンタルヘルスケア
心理カウンセラーの派遣 (高齢者支援課)

こころの健康についての相談
(保健所)

（保健センター

24時間電話相談事業の実施 (高齢者支援課)

介護保険課・生活課等区役所内虐待問題
関係部署との連携・協働

(高齢者支援課)

(人権推進課)

≪　担当部署　≫

(区委託機関）
高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）

関係機関に対する事業周知と協力依頼

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(区委託機関）
高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）

(区委託機関）
高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）

生活支援
統合失調症・うつ病、薬物・アルコール依
存症などの相談

失業・経済的困窮についての相談 (生活課)

(保健所)
（保健センター）

関係職種との連携・
強化

地域ケア会議の実施

研修・事例検討会によるスキルアップ

弁護士・精神科医など専門職への協力要
請

関係機関との連携・
強化

悩み事相談、DV相談の活用

認知症高齢者家族会の活用

飾区高齢者虐待防止ネットワーク運営
委員会の開催

≪≪　施策　≫≫ ≪≪≪≪　事業　≫≫≫≫

目標５ チームアプローチを強化する
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